
第６０号議案 

 

   東京都台東区立環境ふれあい館条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

  平成２９年１１月２４日 

 

提出者 東京都台東区長  服  部  征  夫 

 

（提案理由） 

 この案は、集会室を使用できる者に関し、規定の整備を図るた

め提出します。 



」 

   東京都台東区立環境ふれあい館条例の一部を改正する条例 

 

東京都台東区立環境ふれあい館条例（平成１８年１０月台東区

条例第６１号）の一部を次のように改正する。 

第７条第１項第１号を次のように改める。 

(１) 台東区内（以下「区内」という。）に住所若しくは勤務先

を有する者又は区内の学校に在学する者（以下「区民等」と

いう。） 

第７条第１項第２号及び第３号を削り、同項第４号中「前３号」

を「前号」に改め、同号を同項第２号とし、同条第２項第２号中

「前項第１号、第２号又は第３号に掲げる者」を「区民等」に改

め、同条第３項中第２号を第３号とし、第１号を第２号とし、同

項に第１号として次の１号を加える。 

(１) 区民等 

 

別表１使用料の部集会室の項中 を に改める。 

 

   付 則                 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、次

項の規定は、公布の日から施行する。 

（準備行為） 

２ この条例による改正後の東京都台東区立環境ふれあい館条例

の規定による集会室の使用のために必要な準備行為は、この条

例の施行の日前においても行うことができる。 
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